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学校事故対応に関する指針の取組について 

このことについて、平成 28 年４月８日付け法学第 45 号にて通知したところですが、

再度文部科学省より周知徹底するよう連絡がありました。 

つきましては、各学校設置者及び学校長におかれましては、平成 28年３月 31日に公

表いたしました「学校事故対応に関する指針」に従い、適切な対応が行われるよう確認

をお願いします。 

なお、学校事故が発生した場合は、私立学校関係事務の手引き「事故報告書」に則り、

速やかに当課あて報告願います。 
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